
 

 

 

 

 

     

◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 

お
待
た
せ
し
ま
し
た
、
宮 

司
プ
レ
ス
第
百
四
十
四
号
、
令
和
元
年
初
め
て
の
発 

行
と
な
り
ま
し
た
。 

天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま 

し
て
は
、
五
月
一
日
に
践
祚
（
せ
ん
そ
）
さ
れ
、
改 

元
と
な
り
ま
し
た
。 

践
祚
（
せ
ん
そ
）
と
は
、
天 

皇
の
御
位
（
み
く
ら
い
）
に
お
つ
き
に
な
る
こ
と
で 

あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
十
月
に
は
「
即
位
の
礼
」、 

国
民
に
広
く
御
即
位
さ
れ
た
こ
と
を
宣
言
さ
れ
る 

諸
儀
式
が
行
わ
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
、
十
一
月
に
は
、 

天
皇
陛
下
が
御
代
替
り
毎
（
ご
と
）
に
行
わ
れ
る
、 

「
大
新
嘗
祭
（
だ
い
に
い
な
め
さ
い
）」
と
も
い
え
る 

「
大
嘗
祭
（
だ
い
じ
ょ
う
さ
い
）」
が
斎
行
さ
れ
ま 

す
。 

本
年
は
、
日
本
の
国
に
と
り
ま
し
て
、
最
も 

重
要
で
、
大
切
な
重
儀
（
じ
ゅ
う
ぎ
）
が
斎
行
（
さ 

い
こ
う
）
さ
れ
る
年
と
な
り
ま
す
。 

私
共
は
、
神 

様
か
ら
与
え
ら
れ
た
時
間
を
共
有
（
き
ょ
う
ゆ
う
） 

し
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
さ
に
、「
天
の
時
」
で
あ
り 

ま
す
。 

し
か
も
、
そ
の
時
間
は
、
宮
司
プ
レ
ス
の 

既
刊
号
（
き
か
ん
ご
う
）
に
も
詳
述
（
し
ょ
う
じ
ゅ 

つ
）
致
し
ま
し
た
が
、
御
即
位
さ
れ
た
今
上
陛
下
（
き 

ん
じ
ょ
う
へ
い
か
）
と
共
有
で
き
る
新
し
い
元
号
、 

「
令
和
」
と
い
う
新
し
い
時
間
座
標
軸
（
じ
か
ん
ざ 

     

ひ
ょ
う
じ
く
）
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

私
は
、
先
月 

の
三
十
日
か
ら
今
月
の
一
日
に
か
け
て
、
ホ
ー
ム
セ 

ン
タ
ー
を
梯
子
（
は
し
ご
）
し
ま
し
て
、
色
紙
を
買 

い
求
め
ま
し
た
。 

そ
の
数
、
三
十
枚
で
あ
り
ま
す
。 

「
令
和
」
の
出
典
を
浄
書
（
じ
ょ
う
し
ょ
）
さ
せ
て 

頂
き
ま
し
た
。 

今
は
亡
き
、
私
の
習
字
の
お
師
匠 

（
し
し
ょ
う
）
さ
ん
で
あ
る
三
輪
恵
泉
先
生
か
ら
、 

御
指
南
（
ご
し
な
ん
）
さ
れ
た
、
特
に
「
左
は
ね
」 

に
意
識
し
な
が
ら
、
真
心
込
め
て
浄
書
し
ま
し
た
。 

 

出
典
（
し
ゅ
っ
て
ん
）
は
、
万
葉
集
（
ま
ん
よ
う
し
ゅ 

う
）
巻
五
に
、
九
州
の
大
宰
府
（
だ
ざ
い
ふ
）
で
、
天 

平
二
（
七
三
〇
）
年
正
月
十
三
日
に
開
か
れ
た
梅
花
（
ば 

い
い
か
）
を
賞
（
め
）
で
る
宴
会
に
お
い
て
、
三
十 

二
人
の
官
人
（
か
ん
じ
ん
）
た
ち
が
詠
（
よ
）
ん
だ 

和
歌
と
、
そ
の
冒
頭
に
序
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

色
紙
の
冒
頭
（
ぼ
う
と
う
）
部
分
で
す
。
そ
の
序
文 

は
、
太
宰
帥
（
だ
ざ
い
の
そ
ち
）
の
大
伴
旅
人
（
お 

お
と
も
の
た
び
と
）
か
筑
前
守
（
ち
く
ぜ
ん
の
か
み
、 

知
事
）
の
山
上
憶
良
（
や
ま
の
う
え
の
お
く
ら
）
の 

作
だ
そ
う
で
す
。 

「
初
春
の
よ
き
月
、
お
だ
や
か 

で
、
梅
は
、
お
し
ろ
い
の
よ
う
に
白
く
咲
き
、
欄
は 

匂
（
に
お
）
い
袋
の
よ
う
に
香
（
か
お
）
っ
て
い
る
」 

と
い
う
意
味
で
す
。 

宴
会
の
状
況
が
、
的
確
に
描 

か
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
文
中
に
あ
る「
令
」と「
和
」 

を
組
み
合
わ
せ
て
「
令
和
」
と
い
う
元
号
が
で
き
た 

の
で
す
。 

梅
は
、
中
国
伝
来
で
あ
り
ま
す
が
、
日 

本
各
地
で
、
旧
暦
の
一
月
の
春
先
に
花
が
咲
き
、
何 

よ
り
香
り
が
芳
（
か
ぐ
わ
）
し
い
の
で
す
。 

古
き 

よ
り
、「
梅
は
寒
苦
を
経
て
清
香
を
発
す
」
と
い
わ 

れ
ま
す
が
、
前
述
の
大
伴
旅
人
を
は
じ
め
三
十
二
人 

の
官
人
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
々
な
思
い
、
忸
怩 

（
じ
く
じ
）
た
る
、
あ
る
い
は
、
九
州
に
流
さ
れ
た 

無
念
の
思
い
を
抱
き
つ
つ
も
、
和
（
な
ご
）
や
か
に 

時
を
す
ご
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
「
た
ゆ
た
ふ
、
ゆ 

ら
ゆ
ら
ゆ
ら
め
く
様
々
の
思
い
」
と
共
に
、
時
間
が 

静
に
流
れ
て
い
る
の
で
す
。 

私
は
、「
令
和
」
を 

「
雅
（
み
や
び
）
な
余
裕
」
と
と
ら
え
た
い
と
思
い 

ま
す
。 

評
論
家
の
福
田
恒
存
さ
ん
は
、「
昔
は
あ 

っ
た
の
に
今
は
無
く
な
っ
た
も
の
が
落
ち
着
き
、
昔 
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は
無
か
っ
た
が
今
あ
る
も
の
は
便
利
で
あ
る
。 

昔
は

あ
っ
た
の
に
今
は
な
い
も
の
が
幸
福
で
あ
り
、
昔
は
無

か
っ
た
が
今
あ
る
も
の
が
快
楽
で
あ
る
。 

幸
福
と
い

う
の
は
落
ち
着
き
の
こ
と
で
あ
り
、
快
楽
と
は
便
利
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
快
楽
が
増
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
落
ち

着
き
が
失
わ
れ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
和

気
致
祥
（
わ
き
ち
し
ょ
う
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、
ど
ん
な
に
苦
し
く
辛
（
つ
ら
）
く
て
も
、
和
や
か

な
明
る
い
気
持
ち
を
持
ち
続
け
、
何
事
に
も
対
処
（
た

い
し
ょ
）
す
れ
ば
、
必
ず
、
幸
せ
に
な
る
と
い
う
意
味

で
す
。 

現
代
社
会
に
生
き
る
我
々
は
、
便
利
さ
と
効

率
ば
か
り
に
傾
倒
（
け
い
と
う
）
し
が
ち
で
す
。 
し

か
し
な
が
ら
、「
雅
な
余
裕
」、
今
と
い
う
か
け
が
え
の

な
い
瞬
間
に
、
真
心
を
向
け
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
心

掛
け
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

時
に

は
た
ち
ど
ま
り
、
未
来
を
見
据
え
る
「
ゆ
と
り
」
こ
そ

が
、
落
ち
着
き
で
、
幸
福
へ
の
道
の
り
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

「
令
和
」
は
、
ま
さ
に
、
美
し

い
日
本
で
も
あ
り
ま
す
。 

平
成
は
、
天
然
の
無
常
と

も
い
う
べ
き
天
災
の
多
か
っ
た
時
代
で
し
た
。 

し
か

し
、
そ
の
苦
難
を
み
ん
な
の
助
け
合
い
で
乗
り
越
え
て

ま
い
り
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
も
、「
雅
な
余

裕
」
で
、「
今
、
こ
こ
」
に
真
心
を
こ
め
て
、
心
を
寄
せ

合
い
助
け
合
い
、
運
命
共
同
体
と
し
て
の
地
域
社
会
が

構
築
（
こ
う
ち
く
）
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
す
。 

 
 

ご
自
愛
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

◇
四
月
の
祭
典
行
事
会
議
等
活
動
報
告 

▼
月
次
祭 

＊
四
月
一
日
、
十
五
日 

▼
貴
布
禰
神
社
月
次
祭 

＊
四
月
一
日 

▼
竹
の
子
島
金
刀
比
羅
宮
例
祭 

＊
四
月
七
日 

▼
荒
神
社
例
祭 

＊
四
月
九
日 

▼
船
嶌
神
社
例
祭
、
佐
々
木
小
次
郎
剣
客
大
人
命
慰

霊
祭 

＊
四
月
十
三
日 

▼
戦
没
者
慰
霊
祭 

＊
四
月
十
五
日 

▼
昭
和
祭
、
天
皇
陛
下
御
譲
位
安
泰
祈
願
祭 

 

＊
四
月
二
十
九
日 

 

▼
八
幡
宮
関
係
団
体 

 
 

◆
維
蘇
志
会
会
計
監
査
、
役
員
会 

＊
四
月
一
日 

◆
維
蘇
志
会
総
会 

＊
四
月
四
日 

◆
船
島
神
社
例
祭
奉
納
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会 

 

＊
四
月
二
十
一
日 

 
▼
山
口
県
神
社
庁
、
同
下
関
支
部
関
係 

 
 

◆
山
口
県
神
社
庁
下
関
支
部
幹
事
会 

 

 
 
 

＊
四
月
十
二
日 

 
 

◆
山
口
県
神
社
庁
役
員
会 

＊
四
月
二
十
二
日 

 

▼
教
誨
活
動
、
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー 

 
 

◆
刑
務
執
行
時
指
導(
女
子)  

＊
四
月
三
日 

 

▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ 

◆
例
会 

＊
四
月
十
七
日 

 

▼
そ
の
他 

◆
下
関
木
鶏
ク
ラ
ブ 

＊
四
月
二
日 

 
 

◆
下
関
市
中
央
倫
理
法
人
会
経
営
者
モ
ー
ニ
ン
グ

セ
ミ
ナ
ー 

＊
四
月
四
日 

◆
迫
町
組
合
長
会
議 

＊
四
月
二
十
七
日 

◇
五
月
の
祭
典
行
事
会
議
等
活
動
報
告 

▼
月
次
祭 

＊
四
月
一
日
、
十
五
日 

▼
貴
布
禰
神
社
月
次
祭 

＊
五
月
一
日 

▼
天
皇
陛
下
御
即
位
奉
告
祭 

＊
五
月
三
日 

▼
塩
釜
祭 

＊
五
月
三
日 

▼
福
浦
金
刀
比
羅
宮
例
祭 

 

＊
五
月
十
八
日~

十
九
日 

 

▼
八
幡
宮
関
係
団
体 

 
 

◆
奉
賛
会
総
会 

＊
五
月
二
十
四
日 

◆
敬
神
婦
人
会
総
会 

＊
五
月
二
十
六
日 

 

▼
山
口
県
神
社
庁
、
同
下
関
支
部
関
係 

 
 

◆
山
口
県
神
社
庁
天
皇
陛
下
御
即
位
奉
告
祭
、
教

化
部
代
表
者
会
議 

＊
五
月
二
日 

 
 

◆
神
社
庁
役
員
会 

＊
五
月
十
六
日 

 
 

◆
中
国
地
区
社
頭
講
話
研
修
会 

 

＊
五
月
二
十
八
日
～
二
十
九
日 

 

▼
教
誨
活
動
、
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー 

 
 

◆
集
合
教
誨
（
女
子
） 

＊
五
月
二
十
日 

 
 

◆
集
合
教
誨
（
男
子
） 

＊
五
月
二
十
七
日 

 

▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ 

◆
例
会 

＊
五
月
八
日
、
十
五
日
、
二
十
二
日 

 

▼
講
演
活
動 

 
 

◆
廣
旗
八
幡
宮
祖
霊
祭
講
演 

＊
五
月
十
八
日 

 
 

◆
下
関
市
中
央
倫
理
法
人
会
経
営
者
モ
ー
ニ
ン

グ
セ
ミ
ナ
ー
に
て
講
演 

＊
五
月
九
日 

 

◆
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
の
人
権
相
談 

 
 
 

＊
五
月
九
日
、
五
月
三
十
一
日 


